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 令和２年 1２月１日 

石川県交通安全推進協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年も残すところ１か月となりました。 

本年 11 月 30 日現在で 

安推協だより 

 

です。 

【路肩が広い場合】 

交差点(付近を含む)における事故の割合が高いなど

の特徴があり、要注意です。各機関・団体における推進事項の更なる推進 
をお願いします。 

 
⇒第 10 次石川県交通安全実施計画（H28～R２）目標：交通事故死者数 40 人以下 【交差点(付近を含む）通行時における注意事項】 

交差点(付近を含む)は、自動車（バイクを含む）だけでなく、自転車、

歩行者などが交差して通行する場所です。 

○ 安全速度を守りましょう。 

○ 交差点では、必ず安全を確かめましょう。 

○ 一時停止して、横断歩行者の安全を守りましょう。 

○ 運転者は、歩行者に対する思いやりとゆずり合いの 

気持ちを持った運転に心掛けましょう。 

〇 車道が原則、歩道は例外です｡ 

⇒ 車道は左側を通行 

⇒ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを通行 

〇 安全ルールを守りましょう。     

〇 ヘルメットを着用しましょう。 

〇 自転車保険に加入しましょう。 

○ 信号のある場所や横断歩道を利用しましょう。 

○ 車の直前・直後の横断や斜め横断はやめましょう。 

○ 夕暮れ、夜間の外出時は、反射材を着用しましょう。 

 

 

 

 

 

【路肩が広い場合】 【歩道がない場合】 【路肩が狭い（ない）場合】 
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（昨年比 13人増） 


